
登録事業者 国 等

申請者 住宅課
高齢者福祉課
介護保険課

建築行政課
土地政策課

都市計画課 事業事務局

事前協議
規模・設備等

立地適正化計画
に係る届出の有無

事前協議書 受理・確認

協議終了通知書

〈敷地面積が土地利用事業に該当する場合 〉　※土地利用対策庁内委員会の開催日程について、ご確認ください。

土地利用事業に該当する場合（施工区域の面積で判断）
都市計画区域内＝市街化区域内で2,000㎡以上、市街化調整区域で5,000㎡以上
都市計画区域外＝2,000㎡以上

土地利用協議 土地政策課

受理・確認

受理

土地利用対策庁内委員会

結果通知受理 結果通知

措置報告書 受理 受理

　〈確認申請の手続き〉

確認申請の提出 確認申請の受理

内容審査

確認済証受理 確認済証の交付

着　工 （補助金を受けない場合）

登録申請

登録申請書提出 申請書受理

審査結果連絡

　　〈補助金の交付申請が必要な場合〉

交付申請書 申請書の受理
※登録前の事前審査もあります。
　詳細は国等へご確認ください。 補助事業の審査

交付決定通知 審査結果

着　工

定期報告と立入検査

完　成 事業開始報告

浜松市役所

浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係るフロー
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３
０
日

内容確認と協議・調整

市内部で審査・協議

土地利用計画書
（土地利用対策庁内
委員会開催日より２
週間前までに提出）

１
～

２
ヶ

月

安否確認・生活相談・
福祉サービス・
避難確保計画等

※開発許可が必要
な場合、別途３ヶ
月ほどかかる場合
があります。詳し
くは、土地政策課
にご確認くださ
い。

事前相談

土
地
利
用
計
画
書
提
出
よ
り
5
週
間

事業受付課として協議調整

提出先が指定確認検査機関の場合もある

インターネットで入力

事前協議終了通知書の通知＋副本1部

登録通知書（又は登録拒否通知書）の通知
＋副本1部

登録申請書として正本１部・副本２部提出してください。

関係各部署との事前協議

確認申請書に事前協議終了通知書（写）を添付してください。

事前協議書として正本１部・副本２部提出してください。（提出資料は別紙を参照）

土地利用計画書に事前協議終了通知書（写）を添付してください。

介護保険事業所の指定手続き

登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出していただきます。

確認済証の写しを
添付してください。

定期報告と場合によっては立入検査を行います。

登録は５年ごとに更新しないと、
効力を失います。

H26年度～
庁内委員会が旧浜松
分、北部分が一本にな
り、本庁のみとなった。

庁内委員会の対象
・開発行為に当たる -
報告書のみ
・開発行為に当たらな
い - 幹事会に掛ける


